
「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」の記入のしかた

　特別徴収を行っている事業所の名称、所在地、書類送付先等を変更するときには、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」に必要事項を記入のうえ、米子市市民税課
へ提出してください。
　法人の代表者、資本金等この届出書に無い事項の変更については記入の必要はありません。
　なお、米子市内に事務所等を有する法人については、この届出書と別に「法人異動届出書」の提出が必要になることがあります。

名称の変更理由
が「合併・旧社名
の法人は登記簿
上解散」のときは、
現在の指定番号
を変更することが
あります。

「事務所等の移
転」又は「特別徴
収事務の一本化」
と「書類の送付先
変更」を同時に届
出るときは、送付
先について備考
欄に記入してくだ
さい。

個人事業の事業
主変更、個人事
業から法人化等
のときは、その他
欄に具体的な理
由を記入してくだ
さい。
なお、内容により
現在の指定番号
を変更することが
あります。

法人の場合は法
人番号を記入して
ください。
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変　更　前

　□ 新法人設立

名　　　　　　　　　　　　　　　称

 フリガナ

氏名

変 更 理 由

 令和　　　年　　月　　日

（
特

別
徴

収
義

務

者

）

（氏  名）

→ □ 旧社名の法人は登記簿上存続し、社名変更

　□ 事務所等の移転

名　　 称

（電話　　　　　　　　　　　　　　）

□ 旧社名の法人は登記簿上解散し、合併された

　□ その他

電話

所　　　　　　　在　　　　　　　地

　□ 特別徴収事務の一本化

　□ 特別徴収関係の書類の送付先変更

（電話　　　　　　　　　　　　　　）

　□ その他

※この変更届を出されても、法人市民税に係る異動届出書を提出
したことにはなりませんのでご注意ください。

（法人市民税について･･･TEＬ0859－23－5115）
※誤読をさけるため、フリガナをおつけください。
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